
≪生徒心得≫ 

⑴ 登下校について 

① 登校推奨時間は，７時３０分～８時００分とし，８時１０分までには登校させる。下校について

は，１６時３５分までに行わせる。（部活動生は，部活動規定に従う）また，交通規則を守り，決め

られた通学路を通学させる。（自転車通学生は，ヘルメット，安全たすきを着用する） 

※ 自転車通学許可願は，入学式後に配布する。 

② 登下校については，「歩育」を推進する。特別な事情を除いて，車での送迎は控えさせる。また，

自転車通学だけではなく，徒歩通学の場合も安全たすきをかけて登校させる。 

③ 家庭で自転車の安全点検を実施させる。 

④ 生徒が家を出るときに，服装・身なり・カバン・持ち物等を確認させる。 

  

⑵ 校内生活について 

① 校内では，他人の人権に配慮し，思いやりの心をもって行動させる。 

② 校内・教室では，他人の学習の邪魔をするような言動は慎ませる。 

③ 授業時は，その学習にふさわしい服装で，真剣に取り組ませる。 

  ④ 校舎内では学校指定の上履きを使用し，上履きのまま校庭など外に出させない。 

  ⑤ 給食当番は，給食衣・給食帽子・マスクを必ず着用させ，清潔に努めさせる。 

  ⑥ 作業は体育服（ジャージも含む）に着替えさせ，精一杯取り組ませる。 

  ⑦ 登校後の校外への外出はさせない。 

 
⑶ 服装等について  

① 服装は，学校指定の制服とする。夏服・冬服・中間服の着用期間は概ね次の通りとするが，基本

的には自己判断とし，それぞれの体調に合わせて着用させる。なお，学校行事（儀式・集団宿泊等）

の際は，学校の方から連絡する。（冬服：１１月～４月 夏服：６月～９月 中間服：５月・１０月） 

    □ 男子・・・ ズボン丈は，裾が地面につかない程度の長さとする，ベルト（黒の単一色で布製

以外）を必ず着用する，肌着は派手でないものとし，シャツ出しや腰パンなど見苦

しい格好をしない，カッターシャツや学生服のボタンをすべてつける，ボタン・裏

ボタンは決められたものをつける。 

    □ 女子・・・ スカート丈は，膝立ちをしたとき床にスカートがつくようにする，肌着は派手で

ないものとし，夏服スカートは，ウエストを折り曲げて短くしない，中間服のリボ

ンはブラウスの第1ボタンが隠れる程度にし，冬服のリボンは後ろで短くしない。 

    □ 靴下・・・ 足首を守るため，くるぶしまで隠れる無地のソックスとする。（ハイソックス，

スニーカーソックスは使用しない。）色は白，黒，紺，グレーとする。儀式的行事の

際は，白で統一する。（防寒のためのタイツは可） 

  ② かばん・体育服・上履きは学校指定のものとする。 

③ 清潔感があり，学習・運動の妨げにならない髪型にする。学校は学びの場でありかつ集団で生活を 

送る公の場である。 

ア 染色，脱色は禁止とする。整髪料は使用しない。 

イ 前髪は目にかからない長さとする。 

ウ 後髪が肩にかかる場合は結ぶ。 

エ ヘアピン，ゴムの色は派手でない色のものとする。飾りのついたものは使用しない。 

オ 個人的な事情がある人は必要に応じて先生に相談する。 

 



④ 眉を剃ったり，抜いたり，整えたりしない。理容店や美容室で整えることも禁止する。 

⑤ 靴は運動のできる白一色の紐の運動靴とし，スニーカー，トレーニングシューズ，ハイカット等は 

使用しない。 

  ⑥ ネームは男女とも左胸ポケット中央につける。 

  ⑦ 防寒着について 

    原則，外からは極力見えないように着る。袖口や襟からも見えないようにし，色は派手でない色

（白・黒・紺・灰・茶）で無地とする。着用期間は，防寒対策を踏まえ概ね１２月～２月までとする

が，基本的には自己判断とし，それぞれの体調に合わせて着用させる。なお，学校行事（儀式・集

団宿泊等）の際は，学校から事前に連絡する。 

ア ジャージは着用しない。（学校ジャージは可） 

イ 手袋，マフラー，ネックウォーマーは登下校のみ着用させる。色は，派手でない色（白・黒・紺・ 

灰・茶）で無地とする。必ず，下足室で着脱させる。 

ウ 後髪が肩にかかる場合は結ぶ。 

エ 女子のスカート下のタイツについては，次の条件で着用させる。 

(ｱ) 上色は黒のみ（１色）を使用する。模様付きは着用しない。 

       (ｲ) パンティーストッキング型のタイツ以外は着用しない。 

       (ｳ) 体育の授業中や清掃時など，体育服（ジャージも含む）使用時は必ず脱ぎ，タイツを脱いだ 

ときには，必ず学校指定のスクールソックスを履いていることとする。 

 

⑷ 諸届出 

  ① 欠席遅刻については，保護者が学校に連絡する。 

  ② 早退については，必ず担任の承諾を得る。 

 

⑸ その他 

携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末機，ゲーム機，マンガ，ＣＤ，トランプ等遊び道具類， 

音楽プレーヤーや飲食類等，不要物を持ち込ませない。   

 


